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次回の よりあいサロン呂々（ろろ）は４⽉１２⽇（⽇）
午前１０時からです。詳細は尾﨑整⾻院 ☎ 2-2444 まで

平成27 年4月

Vol.
164

℡２－３７３２

今⽉は「いろいろあります社協サービス」特集です

この社協だよりは、共同募金の助成により、発行しております

１Ｐ ･･･ さろまのサロン

２Ｐ ･･･ いろいろあります

３Ｐ　　社協サービス

４Ｐ ･･･ ご寄付

　　　　歳末たすけあい結果報告

　　　　人事／総合学習出前講座 さろま　しゃきょう

新しくはじまった

3 ⽉ 15 ⽇（⽇）佐呂間整⾻院裏のたまり場で、
参加者とボランティア 20 名が集まり、よりあい
サロン呂々（ろろ）が、はじまりました

お昼のカレーは、 おいしかったです ハーモニカに合わせて童謡や演歌を歌いました

町内サロンは、先⽉名称募集した旧上野商店
仮店舗でも 開設を予定しております

サロン活動は、⾃分たちで開催⽇や内容を⾃由に決めて、
集まった⽅が楽しめる『地域の居場所』をつくる活動です
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子育てグッズレンタル事業  給食サービス

 オムツ現物支給

しゃきょう出前講座

 ふれあい郵便

新生児祝い金

 愛情資金

 消費生活相談

 地域老人施設整備事業

レンタル可能な子育てグッズ
  ベビーカー／チャイルドシート
  ジュニアシートの 3 種
レンタルの対象者と期間
  お⼦さんを持つ保護者で次の条件に
  あてはまる⽅
   ・町内に住所があり在住している⽅（貸出⽇から２年間）
   ・帰省や⾥帰り出産などで⼀時的に必要な⽅（貸出⽇から1ヶ⽉）

使わなくなった子育てグッズ募集中です！
  ご不要のベビーカー、チャイルドシート、ジュニアシートの
  寄贈をお待ちしてます

対 象 者
  佐呂間町に住所を有し、引き続き本町
  に居住される世帯に誕⽣したお⼦さま
祝 い 金
  １⼦につき１万円（佐呂間町商⼯会の商品券）
申請方法
  役場保健福祉課に印鑑をご持参のうえお越し下さい

お 願 い
  祝い⾦は誕⽣から６ヶ⽉以内にお受け取り下さい

出前講座とは？
  社協職員が講師として地域で講座を開催
会場（開催場所）と料金
  町内のご希望の会場で開催、原則無料です
講座内容
  しゃきょう活⽤快適セミナー ※社協福祉サービスを紹介
  あんしんセカンドライフ ※しゃきょう式『終活』講座
  地域⼒みなおし講座 ※地域の『活⼒』を再発⾒する講座
  悪質商法 撃退道場 ※悪質商法を撃退のノウハウを指南
  インターネット トラブル 110 番 ※ネットトラブルの対策を指南
  ⼈ごとではないお⾦の話 ※他⼈事でない⾃⼰破産など お⾦の⼤切な話

ふれあい郵便とは？
  毎⽉、⺠⽣児童委員が訪問して
  ふれあい郵便をお届けする活動です
ふれあい郵便の中身
  ⺠⽣児童委員のお便り、悪徳商法の被害を紹介し対策を指南
  図書館の新着図書案内、相撲のよもやま話、社協職員のお便り
  消防・警察・⾏政・社協からの各種ご案内
お届け先
  ７０歳以上の在宅ひとりぐらしの⽅など、⺠⽣児童委員が
  訪問する世帯

給食サービスとは？
  町内業者が調理した給⾷をボランティア
  が利⽤者宅に宅配する福祉サービス
対象者
  虚弱⽼⼈世帯／重度⾝障者世帯
  その他特別な事由により会⻑が認めた世帯
宅配日
  毎週⽕曜⽇と⾦曜⽇ １６時〜１７時の間に宅配
利用料金
  １⾷ 300 円（⽉締め翌⽉払い）

支給内容
  ⽉に１袋を基準として、年２回⽀給
   テープ式／パンツ式／平オムツ／尿とりパッドの４種類
対象者
  町内に住所を有し在宅で⽣活する⽅で、要介護２以上に
  該当し、常時紙おむつを使⽤する⽅
対象外 ※次のいずれかに該当する⽅は対象外となります
  特別養護⽼⼈ホーム・ケアハウス・グループホームの⼊所者
  医療法に規定する診療所の⼊院者
  法令に定義のない福祉サービス（宅⽼所等）の⼊所者
  その他、社会福祉協議会会⻑が適当でないと認めた場合

事業内容
  地域の会館で⾼齢者が使⽤する備品購⼊
  に対して、補助⾦を交付
備品内訳 ※これまでの購⼊実績
  地上デジタルテレビ／⾼齢者向けゲーム⽤品／暖房機
  ＤＶＤプレーヤ／カラオケなど
補助内訳
  １６万円を限度として総事業費の８割を助成
   例 A １０万円の備品の場合８万円を助成
   例 B ２０万円の備品の場合１６万円を助成
   例 C ３０万円の備品の場合１６万円を助成

消費生活相談とは？
  悪質商法による被害や商品事故の苦情
  などの相談に応じ問題解決のための助
  ⾔や情報提供、必要に応じて相談あっせんを⾏います
消費生活相談を利用できる方
  佐呂間町に住所を有し居住している⽅
  事業者とのトラブルや商品やサービスに関する苦情の相談
相談の前の準備
  相談は事情の分かる当事者（本⼈）が望ましいです
  契約書・保証書パンフレットなど相談資料をご⽤意ください

愛情資金とは？
  社会福祉協議会が実施する貸付制度です
  ⽣活困窮世帯に⼀時的な⽣活費の貸付を⾏います
対象者
  本町に６ヵ⽉以上居住する⽅、貸付の理由が明確な⽅
  貸付⾦を確実に償還する能⼒のある⽅、町内に保証⼈を有する⽅
貸付内容
  貸付⾦額 ８０，０００円以内（無利⼦・無担保 ）
  償還期間 １年以内に全額返済
  保 証 ⼈  １名（町内在住で滞納の際に返済できる⽅）
  ⺠⽣委員 担当地区⺠⽣児童委員の意⾒書が必要です

世帯
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あたたかいご寄付をありがとうございます
  あたたかいご寄付をお寄せいただき、厚くお礼申し上げます。

  みなさまのご厚意に感謝し、地域の福祉活動に活用させていただきます
（平成２７年 ２月１７日～平成２７年 ３月１８日）

◎⾹典返しを廃して
･ 檜 垣 博 政 様（共 ⽴） ･ 渡 部 ミドリ 様（ 栄 ） ･ 吉 ⽥   史 様（東京都）

歳末たすけあい募金内訳

歳末たすけあい配分内訳
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出前講座 総合学習なら社協におまかせ

金銭管理の学習 ネットトラブル車イス体験学習

多彩なプログラムで総合学習をお手伝いします

視覚障害体験
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